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　　　　　　　　は　じ　め　に

　1992年の旧学習指導要領の実施に伴い，新教科であ

る生活科が設置された。それから10年がたち，生活科

は初めての指導要領改訂を迎えた。この10年間の実践

をどのように総括するかは論者によって異なるが，広

く共有されているのは,生活科設置当初の熱気が冷め，

今次改訂によって導入された総合的な学習の時間に多

くの教員の関心が移ったという認識である。その中で

生活科教育は現在，大胆なパラダイム転換の時を迎え

ているといえよう。その理由はいくつか挙げられる。

一つには，生活科が果たしてきた学習指導要領への経

験カリキュラムの導入が一部には誤解を含みながらも

浸透し，一定の成果を上げてきたこと。二つには，総

合学習の導入により経験カリキュラムによる単元開発

が可能な領域が広がり，小学校低学年教科としての生

活科の意義を再検討する時期に来ていること。三つに

は，10年間の実践の蓄積により，教科の目標構造と内

容編成に固定化のきざしがみられることなどが挙げら

れる。これらの生活科教育研究が抱える停滞感を克服

し，研究および実践の両面において新たな境地を開拓

することが，学習指導要領の改訂によって第二期に

入った生活科教育研究に必要な課題ではなかろうか。

　本研究はこのような問題関心から出発し，長期的，

短期的二つの視野から研究を進める。長期的目的とし

ては，先に述べた通り今後の生活科の基調はどの方向

に展開されるべきであろうかという新たなパラダイム

の模索を行うことであり，短期的目的としては，生活

科導入時に検討されたドイツにおける事実教授（Sa-

chunterricht)を対象にそのカリキュラム分析および

実践事例の検討を行うことを目的とする。　ドイツの事

実教授を様々な角度から分析しその実際と特徴を明ら

かにし，その結果を生活科と対照させることで，生活

科の新展開をめざすという長期的な目的を達成した

い。そのため，本稿は継続的なドイツ事実教授研究の

礎石としての位置を与えたい。

　本稿においては，二つの段階により事実教授のカリ

キュラムならびに実践研究を行う。カリキュラム研究

においては，学習指導要領の構成やその授業実践への

応用がドイツ内の他の州よりも日本に近いバーデン＝

-

ヴュルテンベルク州を対象に取り上げ，州の学習指導

要領である「小学校用教育計画(Bildungsplan fur die

Grundschule)」の教科目標の分析を行う。また実践研

究においては，教員を主な読者にする実践的教育雑誌

　『小学校の授業(Grundschulunterricht)』誌に掲載さ

れた実践論文の中から事実教授の特徴が色濃く表れて

いる実践を選び，検討を加える。最後に，暫定的では

あるが二つの研究から得られるドイツ事実教授の特徴

をまとめておく。

１．バーデン＝ヴュルテンベルク州学習指導要領

　　　における事実教授

①学習指導要領の概要

　本節では，現行(1994年版）のバーデン＝ヴュルテ

ンベルク州の学習指導要領である「小学校用教育計

画1」（以下，簡単に「指導要領」と記す）を研究の対象

に，事実教授の「教科目標」および「内容」の記述を

分析する2.バーデン＝ヴュルテンベルク州の小学校用

指導要領は，日本の指導要領のような教科別に分冊さ

れた編集ではなく，小学校の４学年を学年別に編集し

てある。バーデン＝ヴュルテンベルク州指導要領の総

則には，小学校全体を通した共通課題や留意事項が記

されている3。この全体を通した共通部分に記載されて

いる「内容と教科」において，各教科の目標，内容構

成および内容の取り扱いが記されている。次項で検討

する事実教授の目標と内容はここに示されている。

　バーデン＝ヴュルテンベルク州指導要領は，総則に

続き，学年ごとに当該学年の教育的配慮事項ならびに

各教科の内容構成の詳細が記されている。ただし，第

１学年と第２学年は「入門期(Anfangunterricht)」と

して２学年が共通に記されているため,「第１および２

学年」，「第３学年」，「第４学年」の３部で構成されて

いる。バーデン＝ヴュルテンベルク州の指導要領にこ

のような学年別の構成が採用されたのは, 1994年の前

回改訂からである。それ以前の指導要領,すなわち1984

年版指導要領では日本の学習指導要領と同様の教科別

の構成が採用されていた4。

　本稿の以下の論述においては，各学年共通に示され

た教科目標及び内容構成を検討することとし，各学年

別に記された内容構成の詳細については次の機会に論
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じることとする。なお，各学年共通の教科目標および

内容の全文については，文末に資料として掲載した。
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②教科目標

　　「事実教授」の教科目標の記述は，文末の資料に示

したように２つのパラグラフ，９つの文章からなる。

本項では，一文ごとにその記述の内容を検討し，日本

の生活科との対比を加味しながら解説したい。

　第一文では，事実教授の性質が記されている。そこ

では，事実教授は「子どもの日常生活に即して行われ

る授業である」と記され，子どもの生活の現実に基づ

いて立ち上げる教科であることがうたわれている。

　　第二文は，事実教授の目的である。事実教授の目

的は「自己の生活に積極的に関わり，身近な人々や身

近な世界と自分との関係を構成することができるよう

にする」とされる。自分の生活に積極的に関わること，

および自分と周囲の人や「世界」との「関係」を成立

させることが事実教授の目的である。身近な人々や世

界（生活科では「社会や自然」）を自分との関わりの中

で捉え，関係を結ぶことは，生活科にも共有されてい

る目標観である。

　　第三文および第四文は，第二文に示された目的を

実現させる手だてとして「経験」と「認識」が挙げら

れている。「子どもたちに様々な経験をさせたり，さら

なる認識を獲得する機会を与えること」（傍点引用者）

が，子どもの「自己の能力をさらに伸張させる」手段

となるとされる。生活科の場合「経験」と「認識」は，

　「具体的な活動や体験」と「知的な気づき」と捉える

ことができる。この事実教授における「認識」と生活

科における「知的な気づき」との間の異同を明らかに

することは一つの課題である。

　第五文および第六文は，以上の教科目標をまとめな

がら重要な点が繰り返して表明されている。繰り返し

表記された点は，自分の生活空間と自分自身とを結び

つけること，生活への意欲と関心をもたせること，生

活の中に見られる諸現象を正しく知り心から納得する

ことの三点であり，この点が事実教授の中核に当たる

目標であるといえる。

　第２パラグラフに記された３文は，教科目標の次に

示される「内容」についての説明である。第七文では，

各内容領域を取り扱う際には,「実際の生活に即した授

業を行うこと」と記されている。第八文では，内容領

域の編成が「子どもにとってなじみやすく，（授業に）

導入しやすく，目的を持ったもの」であるべきことが

述べられている。第九文では７つの内容の関係が「相

互に補完あるいは関連し」あったものであり，「構造的

に整理」されているものと捉えることとされている。

③内容

　教科目標に続いて，指導要領には事実教授で扱うべ

き内容領域が記されている。バーデン＝ヴュルテンベ

ルク州の事実教授の内容領域は，「自己と他者」「生活

と健康」「空間と時間」「植物と動物」「自然と技術」「メ

ディアと消費」「交通と環境」の７領域で構成される。

ここでは一つ一つの内容の説明は省略し，生活科との

対比によってその特徴を示しておく。

　日本の生活科とバーデン＝ヴュルテンベルク州の事

実教授との間には多くの共通点がある（以下，カッコ

付き数字は生活科の内容を示し，半角数字は事実教授

の内容を示す）。たとえば，生活科の「（1）学校と生活」

に記された「通学路の様子」や「安全な登下校」は「７．

交通安全と環境」に，「（2）家庭と生活」に記された「規

則正しく健康に気をつけて生活すること」は「２．生

活と健康」に位置づけられる。また「（7）動物飼育と植

物栽培」は「４．植物と動物」とほぼ共通した内容が

記されている。事実教授のに。自己と他者」におい

ては，生活科で重視される「（8）自分の成長」および「（1）

学校と生活」の内の「学校の施設のようす」に関わる

もの，「（3）地域と生活」，「（4）公共物とその利用」が含ま

れている。さらに，「３．時間と空間」についても，生

活科の「（5）季節の変化と生活」との関わりを見いだす

ことができる。

　反対に,両者の間にある差異も挙げることができる。

生活科では,身の回りの自然や身近なものを使って「遊

び」を工夫しそれを楽しむことを重要な要素にしてい

るのに対し，事実教授では「自然と技術」に関する諸

現象から,「初期段階の説明の能力」を育てることや「原

因と結果の関係」を見通させること，「自分たちの手で

実験，観察，説明，理由付け，比較」できるようにす

ることが重要な要素となる。この「遊び」と「技術」

の対照性,すなわち子どもの内なる要求から発する「遊

び」を素材に「工夫し楽しむこと」へをねらいとした

生活科と，自然や技術のふしぎを実験などを通して理

解し，納得し，説明することをねらいとした事実教授

の間にある本質的な違いが何に由来し，それぞれが育

てる子どもの力の違いは何であるかを明らかにするこ

とは生活科見直しの有意義な課題となろう。

④授業・活動形態　　　　　　　　ヽ

　指導要領には授業形態，活動形態について，５つの

配慮事項が述べられている。それはすなわち，①対象

と「具体的な関わり」を持たせ，「直接そのものと関係

させる」こと，②「一人一人の関心，ものの見方，理

解のしかたを尊重」し，「子どもが関心を持つような学

習環境と学習の支援」を行うこと，③生活の諸側面，

自然現象，身の回りの技術などについては「正しい知

識」を教えることが，対象を知り，理解する方法であ

ること，④事実教授では「プロジェクト型の学習形態」

を多く取り入れ，他教科との合科的な学習により進め

ること，⑤学習の結果は，「ノートや壁新聞，ポスター
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セッション，発表会」などによって発表の機会が与え

られることである。

　以上，教科目標，内容，授業・活動形態の三点にわ

たりバーデン＝ヴュルテンベルク州における事実教授

学習指導要領の内容を分析した。次に，事実教授を実

践レベルで理解するために，実践報告より事例検討を

行う。

　２．『小学校の授業』誌における実践例の検討

　本節では，近年の事実教授の展開について理解する

ために，主として教員対象にした実践雑誌『小学校の

授業』(Padagogischer Zeitschriftenverlag 社）に掲

載された実践事例を検討することにする。文末の資料

２に示した表は,2001年の１年間に発行された11号（７

月と８月は合冊になっている）の『小学校の授業』誌

の中から，事実教授に関わる論文を抽出したものであ

る。抽出の対象とした論文は，毎年12月号に掲載され

る年間記事索引(Jahresinhaltsverzeichnis)において

事実教授のカテゴリーに掲載された論文である。表中

の「領域」は，前節で述べたバーデン＝ヴュルテンベ

ルク州指導要領の内容領域を参考に,筆者が設定した。

　「論文（単元名）」は，原題および掲載された論文内容

を考慮し，学習活動の内容を理解しやすいように筆者

が書き改めた。また「対象」欄は，論文の内容，事例

として取り上げられている学年などから筆者が対象と

なるおよその学年を判断し示した。「年間記事索引」の

事実教授カテゴリーに収められた対象論文は，全部で

32本あるが，そのうちの１本は，教材用の資料が掲載

されているのみであり，検討の対象から外した。従っ

て，今回検討した論文は資料２に示したとおり31本の

実践論文である。

　事実教授に関する31本の実践論文の中から，本稿で

はG. H.ドゥイスマン(Gerhard H. Duismann)によ

る「水であそぶ　一自分で作り，経験し，考える－5」

の実践に着目し，詳しく検討を加えたい。実践論文「水

であそぶ」は，低学年を対象にした「実験」と「体感」

による活動的な実践であること，ならびに日本の生活

科実践が内容領域としてほとんど扱うことのない「技

術」に関わる実践だからである。詳細は後述するが，

日本の生活科が学習対象と学習者との間の関係の構築

を学習目標として重視するのに対し，ドイツの事実教

授は学習対象そのもの（取り上げた検討論文の場合は

　「水」である）の性質の客観的，事実的捉えが学習目

標として重視される。本論文「水であそぶ」は，その

ような事実教授と生活科の対照性が顕著に示される事

実教授の実践事例である。

　｢水であそぶ｣は，｢ヴァッサーティッシュ(Wasser-

tisch)｣と呼ばれる大型の水槽を使って子どもたちに

水遊びを楽しませ，水遊びを通して水の性質を体感す

る実践である。「ヴァッサーティッシュ（以下，「ＷＴ」

とする）とは，下のイラストにあるように長さ２メー

トル，幅80センチメートル，深さ20センチメートルほ

どの大きさの水槽に似た装置であり，角度をつけるこ

とによってイラストの右から左へと水が流れる仕組み

になっている｡左に流れた水はポンプで汲み上げられ，

再びＷＴに環流する。以下，ドゥイスマンの実践報告

から「水であそぶ」の実践を概観してみたい。

〔出典:Duismann, 11頁〕

　はじめに，実践の大まかな流れについて述べる。「水

であそぶ」では，まず子どもたちにＷＴに水を張り，

水の流れで十分に遊ばせる。その際，水を手でせき止

めたりしながら水の流れの強さを手で感じさせるよう

にする。この時，船や水車などのおもちゃを使うこと

もできる。子どもたちが水での遊びに興味を持ち活動

が広がり始めるころ，さらに活動に刺激を与えるため

２つの道具を用意する。用意するものは，５立方セン

チメートル位のレンガを50個と10cmｘ５ｃｍ程の大きさ

の土のう型の砂袋20個である。レンガと砂袋を，子ど

もの手近なところにおいておき，ＷＴの中に入れて遊

んでよいことを伝える。すると子どもたちは，レンガ

や砂袋を使って，大きな壁を水の中で作り始める。壁

を作ることで，水の流れが変わることや一つや二つの

砂袋では水に流されること，幅いっぱいに壁を作るこ

とでダムになることなど様々な経験を水遊びによって

体験する。

　作り上げたダムが水の流れによって崩れる時，子ど

もの活動が転換する。この時に，水の流れに負けない

強いダムを造るにはどうしたらよいか考えさせるので

ある。子どもたちは，様々な仮説を出し合い，試しに

実行したり，より強い構造になるように工夫したりす

る。最後には，二列に組んだレンガと砂袋を組み合わ

せて頑丈で水漏れの少ないダムができあがる（写真参
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照)。

　これらの活動の後で，同じようなしくみが用いられ

た構造物を探しに周辺の川などに行く。そこでは，川

をせき止める土手や海の防潮堤，用水路が水の流れを

管理するための施設として設置されている様子を見学

する。

〔出典:Duismann, 14頁〕

　ドゥイスマンによれば，この授業の目標を抽象的に

表現すれば次のような事柄を学ぶことであるという。

①水の流れには力が働いていること，②水が作り出す

力は，水の量と流れの強さによること，③水の流れは

人間の手で変えることができること，④人は水の流れ

を利用して生活に役立てることができる，⑤水の流れ

の強さは人間が作った構造物を破壊するほど強いもの

であること，⑥人間は水を上手に使う方法を学び続け

ていることである。これらの目標は，かならずしもす

べてのグループがすべての事項を学ぶことをねらいと

しているのではなく，子どもたちの気づきを拾い上げ，

確認することを通じて一一つ一つ獲得するものであると

される6。

　具体的に子どもの姿でこれらの目標を確認するとす

れば，次のような姿になろう。たとえば，ダムが崩れ

た時に「すごい，水の力はこんなダムまでこわしちゃ

うんだ」という驚きによって，水の流れの強さに気づ

く子どもが認められるだろう。あるいは，「ここから水

がもれたんだ」と自分たちが作ったダムの弱点を指摘

する子もいるだろう。あるいは，「ここの後ろに砂袋を

つんで強くしておけばだいじょうぶ」とダムの補強策

を考え，試してみる子どももいる。「流れを弱くするた

めに，ダムを二重にすればいい」などの新しい考えを

示す子どももいるにちがいない。このような子どもの

ことばや水にかかわる行動の中から，先に述べた目標

を捉え，その子一人ひとりがこの「水であそぶ」の学

習から水の性質と人とのかかわりに気づくことにな

る。

　３．カリキュラムおよび実践事例からの考察

　１．においては，バーデンエヴュルテンベルク州の

-

学習指導要領における事実教授カリキュラムの教科目

標と内容を，２．においては，「水であそぶ」の実践事

例を取り上げ，検討を加えた。本節では，その過程で

指摘された二つの課題について，生活科の視点から考

察してみたい。

　第一の課題は，教科目標に関わって，事実教授にお

ける「認識」と生活科における「知的な気づき」の間

の性質の異同である。

　結論からいえば，事実教授でいう「認識」と生活科

でいう「知的な気づき」は同一の内容を指していると

考えられる。生活科における「知的な気づき」は，「活

動あって学びなし」と批判される目標観を欠いたまま

実践が進められている問題を克服するための視点とし

て示された学びの価値付けである。一方，事実教授に

おいても実践事例で述べたような子どもの姿に示され

た子どもの学びを「認識」と表現し，価値づけている。

両者の間に本質的な差異はないと考える。

　第二の課題は，生活科の内容構成で重視される「遊

び」の観点と，事実教授における「技術」の観点の対

称性である。両者の間には，「遊び」が子どもの内なる

要求から発するものであるのにたいし，「技術」は身近

ではあるが子どもの外部に位置するという対照性があ

る。生活科の「活動の楽しさを味わうとともに，それ

らを通して気づいたことや楽しかったこと」を表現す

るというねらいは，事実教授の内容に示された「自然

と技術に関する諸現象を子どもに示すことにより，初

期段階の説明の能力を育て，原因と結果の関係を見通

させるようにする」というねらいと，子どもから出発

するか，事象から出発するかという点で，逆向きの方

向性を示しているように思われる。すなわち，生活科

は，子どもの願いや思い，親しみという主観から対象

に関係を結ぶため子ども中心的であるのに対し，事実

教授では，本稿で例示したように「水」という事象か

ら目標や内容が立てられ，内容中心的な視点が読みと

れる。この点については，さらに実践の比較検証によ

る説明が望まれる課題である。

　　　　　　　　お　わ　り　に

　最後に今後に残された課題と今後の展望についてま

とめておきたい。

　本稿においては，カリキュラム研究としてバーデ

ン＝ヴュルテンベルク州学習指導要領の教科目標を分

析しその特徴を明らかにしたが，第一番目の課題とし

て，今後さらに学年別に配列された７つの学習単元の

目標および内容構成を詳しく検討し，バーデンエヴュ

ルテンベルク州事実教授カリキュラムの全容を明らか

にする必要がある。さらに同州のカリキュラム改訂が

ばぼ10年おきになされていることから，近々カリキュ

ラムの改訂作業に入るものと考えられる。バーデン＝
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ヴュルテンベルク州における事実教授の改訂過程を検

証する経年的な研究を行うことにより，ドイツにおけ

る生活科（事実教授）カリキュラムの焦点を明らかに

する課題に取り組む必要がある。

　第二に，事実教授の実践に関する研究を進める課題

がある。授業実践の研究については，二つの方法が考

えられる。一つには事実教授に関する実践的研究を雑

誌に報告された先進的事例を研究する方法であり，二

つには現地における授業観察，すなわち実態調査によ

る事例研究という方法である。前者については，本稿

で，2001年の一年間に『小学校の授業』誌に掲載され

た実践報告に事例を求めたが，この調査をさらに時間

をさかのぼって研究を進めることになろう。後者の授

業実践の観察による研究については，現在入手してい

るビデオ記録ならびに今後観察によって入手する実践

ビデオを文字記録化し，一時間ごとの実践分析を進め

る研究を進めたい。その際，同州フライブルク市のフ

ライブルク教育大学ハンス＝ヴェルナー・ターン教授

　（政治教育・事実教授担当）の協力を得て，同州の授

業実践を対象にすることになる。

　第三に，事実教授に関するカリキュラム理論の研究

が挙げられる。　ドイツの初等教育に関する教授理論研

究は，ヒルベルト・マイアーの著作をはじめ多数の研

究成果が刊行され，その一部は邦訳され，出版される

など日本においても研究の蓄積がなされている。しか

し教科教育として日本で行われている事実教授研究

は，量的，質的にみて依然十分とはいえない。日本の

生活科教育研究の質的進展を図るためには，ドイツ事

実教授のような教科の基本構造の近似した他国の事例

を分析することが不可欠な作業であるといえる。

　本研究は，はじめにでも述べたとおり，長期的な研

究目標と短期的な研究目標を設定し，継続的な視点で

研究を進める予定である。本稿では，実際の実践事例

からの検討をすることはできなかったが，今後はドイ

ツにおける実践事例を活用しながら，上述の研究課題

に取り組むことになろう。

-

　　［付　記］

　本稿は，布谷と久野が「はじめに」に記した問題関

心を共有しつつ，主として久野が研究としてまとめた

ものである。

1　Bildungsplan fUr die Grundschule, “Kultus und Unterri-

　cht, Amtsblatt des Minsteriums fUr Kultus und Sport

　Baden-WUrttemberg”, Lehrplanheft 1/1994, Neckar-Ver-

　lag, 21. Februar 1994. ドイツの初等教育は，一部の州（ベル

　リン市およびブランデンブルク州）を除いて原則４学年制を

　採用している。

２　事実教授の名称は，州によって異なった名称が付けられて

　いる。バーデン＝ヴュルテンベルク州の場合は，「郷土・事実

　教授(Heimat und Sachunte�cht)」の名称が用いられてい

　るが，本稿では，一般的な名称である「事実教授(Sachunterri-

　cht）」を使用する。

３　その内容は，次の６項目からなる。①「基本原則(Grund-

　lagen)」，②「課題と目標(Aufagaben und Ziele)」，③「授

　業づくりのための基本事項(Grundsatze der Unterrichtsges-

　taltung)」，④「教師の課題(Aufgaben der Lehrerinnen und

　Lehrer)」，⑤「親や学校以外の機関との協力(Zusammenar-

　beit der Schule mit Eltem und ausserschulischen Einrich-

　tungen)」，⑥「内容と教科(Inhalte und Facher)」

4　学習指導要領を学年別構成にするか，教科別構成にするか

　は大変重要な問題を含んでいる。なぜなら，教科別編成を採用

　する場合は教科内の体系性が，学年別編成を採用する場合は

　学年内の体系性が重視されることを示しており，この指導要

　領の編成原理によって教科の系統性と子どもの発達面からの

　経験性のどちらを重視するかそのポリシーが明示されるから

　である。教科担任制を原則とする初等教育においては，当該学

　年の子どもの学習全般を視野に収めるために学年別の内容編

　成が望ましいといえる。またそれ以上に，筆者は子どもの認識

　構造の面から，また子どもの生活領域から構成する授業の多

　い初等教育の特徴の面からも，小学校では学年別の指導要領

　編成が適切であると考える。

５　Gerhard H. Duismann,“Am Wasser bauen-im Wasser

　bauen, Selber bauen-Erfahrungen sammeln-Denken ler-

　ｎｅｎ”，in:“Grundschulunterricht” 48. Jg., Padagogischer

　Zeitschriftenverlag, 2/2001, S. 11-16.

6「上に示した学習の目標は，学習集団によってまたその集団

　の学びの深さによって異なる。そのため，実践に際しては，現

　実に応じて修正や変更を行う必要がある」ことを実践者の

　ドゥイスマンは強調して述べている（前掲論文，12頁）。

　　　　　　　　　　　　　　　（平成14年９月９日受理）
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